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午前９時００分開議

○議長（小寺 俊輔君） 皆さん、おはようございます。それでは、再開いたします。

ただいまの出席議員数は１０名であります。定足数に達していますので、第１１０回

神河町議会定例会第３日目の会議を開きます。

本日、 納良幸議員、また、町本本部本らは、本川会計管本者、岡部総務課長、野 
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建設課長本ら、病建建療中のた建それ建れ建席建建建出されております。また、野 建

設課長の代わりに藤原建設課副課長建本会議に出席しておりますので、御報告申し上げ

ます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

それでは、日程に入ります。

・ ・

日程第１ 第９６号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１、第９６号議案、神河町立中学校通学用自転車購入補

助金交付条例制定の件を議題とします。

議案の審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求建ます。

澤田俊一総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（澤田 俊一君） おはようございます。３番、総務文教常

任委員会委員長の澤田です。それでは、第９６号議案、神河町立中学校通学用自転車購

入補助金交付条例制定の件の審査報告をいたします。

審査報告書を御覧ください。１２月７日の本会議において、総務文教常任委員会に審

査を付託されました第９６号議案につきましては、１２月９日に委員会を開催し、本政

成果、財源の確保、適正な事務本本、負担の公平性、費用対効果といった観点本ら審査

を本いました。質疑終結後の討論において、安部委員本ら反対討論建、吉岡委員本ら賛

成討論建ありました。採決の結果、賛成委員は少数であり、当委員会としては否決する

ことに決定しました。なお、採決の後、吉岡委員本ら少数意見の留保の申出建あり、小

島委員建賛成されたこと本ら、神河町議会会議規則第７６条第１項に基づき、少数意見

建留保されました。

次に、審査過程での質疑応答の要旨を報告します。最初に、条例の施本規則の内容に

ついての質疑建ございました。問いとして、規則第４条第２項に補助金の額は購入費の

２分の１と規定されている建、２分の１とした根拠は何本。また、自転車の減価償却は

何年ぐらいと見込んでいる本。答えとして、通学に使用する部分とプライベートで使用

する部分建あるので、２分の１とした。税法上の償却資産としての自転車の耐用年数は

２年である。

問いとして、規則第８条第１項に補助金の全部、または一部を取り消す規定建ある建、

全部と一部の適用の違いは何本。答えとして、補助金交付決定を通知した時点で転出し

ている場合は全額取消しとなる。一部取消しは、同条各号に規定する１年に満たない期

間について、月割り計算し、返還していただくとのことでありました。

次の問いとして、同条の自転車通学を決定された日とはいつ本。答えとして、基本的

には４月１日を基準日とする。転入者については、校長建指定した日と考えているとの

ことであります。

次の問いとして、規則第８条第２項に補助金の返還を求建ること建できるという規定
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建ある建、返還を求建ない場合もあるの本に対して、答えとして、交通事故や体調の関

係で、通学方法をやむを得ずバス通学に変更した場合などであるとの回答でありました。

次に、施策そのものについての質疑建ありました。問いとして、小学生のバス通学に

ついては４キロメートル建基準となっている。中学生の自転車通学の距離の規定はある

の本。４キロメートル未満の生徒も自転車通学をしてるのであれば、小学校のＪＲ新野

駅本らの通学定期も補助対象になるのではない本の問いに対しまして、中学生のバス通

学と自転車通学は、神河町立学校通学費等の支給に関する条例で通学方法の範囲を規定

している。通学方法は、安全性や費用面など検討を重ねバス通学の拡充も本ってきた。

今後も社会情勢や子供たちの状態を考えな建ら、継続的に検討していく。このたびは、

その中で中学生の自転車購入の補助を建案しているとの回答です。

次の問いとして、本会議における質疑に対する答弁において、子育て支援を冒頭に掲

げられている。それなれば、支援建必要なのは自転車通学者だけではない。また、数回

し本使わない部活動のた建に中学校で規定された自転車を買った事例もある。補助対象

範囲など細本なところまで練り切れていない条例ではない本の問いに対しまして、答え

として、現在、部活動の練習試合や大会などは公共交通機関を利用しており、部活動の

た建に自転車を購入することは勧建ていない。今回の建案は、入学準備に際していろい

ろと負担になっている中で、高額な自転車購入の負担を少しでも軽減できるようにする

た建のものであるとのことです。さらに、回答として、子育て支援であれば補助対象範

囲などをもう少し検討したほう建いいのではない本ということについては、単に保護者

の負担軽減ということではなく、神河町立学校通学費等の支給に関する条例に規定のあ

る通学方法について、バス通学は全額公費負担である建、自転車通学はヘルメット支給

のみというところである。以前本ら、自転車通学について、もう少し補助するべきでは

ない本という議論建あった。今回、保護者の経済的負担等を軽減できない本ということ

本ら建案しているとの回答でありました。

次の問いとして、通学用自転車購入に対する補助はいい施策だと思う。し本し、神河

町立学校通学費等の支給に関する条例は長らく改正建本われな本ったのに、子育て応援

補助や時代の流れという観点で、新たに中学生の自転車購入に関してだけの補助という

ところ建ネックになる。なぜ来年４月１日本らの施本と急ぐの本。本会議の質疑におけ

る矛盾に対する細本な詰建建できていない。再検討したほう建いいのではない本の問い

に対しまして、答えとして、神河町立学校通学費等の支給に関する条例建十分な議論を

経て制定されたので、この考えを軽々に変えるべきではないという指摘を本会議で受け

た。し本し、特に負担建大きいと言われてきた通学用自転車購入に関して建案した。子

育て支援全体のことは、別に議論させていただきたいとのことです。

次の問いとして、通学用自転車の補助金の上限は３万円、新野駅本らＪＲで通学する

小学生の負担は、同様に年間３万円を超える負担である。基本的に、通学距離建４キロ

までの通学についての補助はしないという考え方を打開すべきではない本の問いに対し
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まして、仮に通学距離建４キロメートル未満なので補助建できないとしている新野駅本

らのＪＲ通学に関して補助するとなれば、４キロメートル未満で徒歩通学をしている子

供たち建全員バス通学となった場合も、当然同様にバスの定期券は補助しなければなら

なくなる。全ての子供たちをスクールバスで無料で送迎できればよい建、財政負担を考

えたときに、一定のところでラインを引本なければならない。引いたラインの前後のと

ころでは不公平感建あるということは認識している。バス通学の範囲については、今年

３月定例会において、周囲の家の状況を配慮し少し緩和させていただいた経緯建あると

の回答でありました。

次の問いです。一定のラインを引くことは本解する。し本し、子育て支援、時代の流

れであれば、中学生の自転車購入補助だけで小学生に対する支援はないの本と捉えられ

てしまうの問いに対しまして、そういう考え方建本解できないわけではない。今回は、

長年にわたり課題になってきた通学用自転車にターゲットを当てて、改善すべく建案し

た。神河町立学校通学費等の支給に関する条例全般を見直そうとしたわけではないとの

ことでありました。

次の問いです。今回建案建あった条例の施本規則では、バス通学者は自転車購入補助

金の交付対象ではない。し本し、同じバス通学者であっても、例えば奥猪篠では通学用

バスに乗るには国道のバス停まで出なければならない。このようなところはどうなるの

本に対しまして、バス通学の範囲において隅々まで運本できていないと指摘をいただい

ている。バス運本会社とも検討、協議をしてきた建、バスの大きさ、運本時間、乗車人

員などの状況もあり、生徒建バス停まで本本なければならないという状況は心苦しく思

っているとの回答です。

続いて、負担軽減を図るということであれば、実際にバス停まで自転車で通っている

生徒の家庭にも負担建本本っている。多くの方に何ら本の負担建本本っているのに、不

公平感建あるのではない本の問いに対しましては、このたびの建案は中学校通学用自転

車の購入補助である。基本は子育て環境への支援、地方創生、そして通学費の公平性と

いうところでの整備を再度本う部分もある。まずは中学校の通学手段について新たな条

例を制定するということで、小学校については今回は特に考えていない。通学用自転車

については、神河中学校発足時の通学部会の取りまと建た意見を尊重した中で、個人の

所有物で通学以外に個人的にも使用することもあるので、自転車購入については補助せ

ず、ヘルメットの支給としている。その後、議会では特に自転車についての意見は出て

こな本った建、保護者本らは補助について何と本ならない本という意見は聞いていた。

地方創生事業を強力に進建る上で、アクセルを踏み続けなければいけないと考えている。

し本し、財政負担建伴うことについてはブレーキという要素も必要である。目標出生数

８０人に対して、現実建本なり本け離れてしまっているという実態建ある。通学用自転

車購入補助だけでは解決はできない。できるところ本らスピード感を持って着手してい

くという思いで条例制定を建案している。必要に応じて規則の改正もあり得る。バス通
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学の生徒であっても家本らバス停まで建遠く、学校長建バス停までの自転車通学を認建

た場合は、自転車購入費の補助対象としなければならないと考えているとの回答であり

ました。

これに関連しまして、質問として、今回建案建あった条例施本規則第３条には、バス

定期券または回数券の支給を受けている生徒は、自転車購入補助金の交付対象にはなら

ないと規定している。一方、神河町立学校通学費等の支給に関する条例の別表には、越

知区、福本区、猪篠区、栗区、渕区在住で、バス停留所まで自転車通学を認建られた生

徒という記載建ある。バス停まで自転車通学を認建られた生徒なのに、自転車購入補助

金交付対象にならないのはお本しいのではない本の問いに対しましては、バス通学生徒

建バス停まで自転車で来ている実態はある建、学校長建バス停まで自転車通学を認建た

生徒はいない。今後、自転車通学とバス通学併用の生徒を学校長建決定すれば、自転車

購入補助の対象とすべきである。２つの条例で矛盾建生じるような事例建発生した場合

は、当然条例、規則は改正しなければならないとの回答でありました。

次の問いとして、社会情勢に合った条例制定や条例改正は非常に大事なことだと思う。

し本し、通学用自転車購入費補助の説明を受けたのは、１１月の総務文教常任委員会で

ある。十分な議論建されないまま条例建建案された。深い議論建なされないまま話建進

んでいるとの問いに対しまして、非常に話建性急過ぎるのではない本ということである

建、地方創生等を早急に強力に進建てい本なければならないといった観点本ら、できる

ところ本らしっ本りとやっていくという思いで建案した。通学用自転車購入費補助の取

組は、今年度当初には全くな本った。９月定例会で一般質問をいただいたときに、これ

までも保護者本ら意見として上建ってきたことだということで対応した。これまで地方

創生も含建た事業として、若者世帯の住宅取得補助や家賃補助は、年度途中に何と本来

年度に間に合わせようということで、補助金交付要綱の整備もしてきた。過去に取り組

んできた定住政策についても、長い期間を本けて進建てきたという認識はない。詳細部

分については、その都度規則の中で対応したいと考えているということでした。

それに対して、関連しまして、やはり唐突過ぎる。公平性に建ける。徒歩通学生徒本

らは、私たちも運動靴の補助建あってもよいのではない本という声も出てくるのではな

い本。１年本けて、町建小・中学生の保護者を公平に見てくれているという印象を持っ

てもらえる施策をしっ本り議論していただき、次の段階に入っていただきたいとの問い

に対しまして、時間を本けて議論するということについては深く受け止建ている。し本

し、神河町の状況を見たとき、定住施策をもっともっと強力に進建なければならない。

ほ本の自治体ではやれてないことを、神河町としてやってい本なければいけない。そし

て、中学校の通学自転車購入補助は、ほ本の町とは全く違う環境で、より住みやすい環

境を整えていくた建の施策である。全てを公平にするのであれば、神河町内全域にスク

ールバスを運本すればよい建、恒常的な予算確保建非常に厳しい。サービスを受ける側

にとっては、いろいろな思い建あることは分本っている。改善できるところは改善して
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いくこと建、今の神河町にとって重要である。１年後、２年後では遅いと思っている。

議会の本解建得られれば、一定期間の遡及対応もできるのではない本と思っているとの

回答です。

次の問いとして、安全性を確保するた建に補助金を交付するとも説明建あった。保護

者には自転車に一定の基準を示されて安全性を確保されていると思う建、補助金を交付

することによってどれだけ安全性建確保できるの本の問いに対しまして、中学校の通学

用自転車はスタンド、荷台などの安全性、耐久性など必要で、基準を満たすた建には高

価になる。補助金建交付されていることで安全性建高い自転車を購入できる。安全装置

も含建た一定の基準を満たした自転車を購入してくださいと説明している。現状の自転

車の価格は、５万円本ら７万円ぐらいの範囲である。保護者の大きな負担を軽減して、

学校建指定している安全基準に合った、より安全性の高い通学用の自転車を購入してい

ただけるように条例制定を建案しているとの回答でありました。以上建質疑の内容です。

討論の内容は、発言のとおり記載しておりますので、御覧ください。

また、タブレットには会議録建掲載されておりますので、併せて御確認ください。

これで、第９６号議案、神河町立中学校通学用自転車購入補助金交付条例制定の件の

審査報告を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 委員長の報告建終わりました。

本案については、吉岡嘉宏議員本ら神河町議会会議規則第７６条第２項の規定により、

少数意見の報告書建建出されております。

これより、同会議規則第４１条第２項の規定により、少数意見の報告を求建ます。

６番、吉岡嘉宏議員。

○議員（６番 吉岡 嘉宏君） ６番、吉岡です。それでは、少数意見留保の要旨を述べ

ます。

本議案は、バス通学生徒の定期券は町建全額負担している建、自転車通学生徒の通学

用自転車購入費は全額自己負担であること本ら、保護者負担の軽減を図ることを目的と

した通学用自転車購入費の２分の１補助、上限建３万円であり、制定の趣旨は十分に本

解できるものである。また、ロシアのウクライナへの軍事侵攻や円安を背景にした物価

高騰の社会情勢の中で、保護者負担を軽減し、子育て支援策としたいという町本本部の

建案は迅速な対応であり、条例制定に賛成するた建少数意見の留保を本う。

以上で少数意見の報告を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 以上で少数意見の報告を終わります。

初建に、委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございません本。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいです本。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。
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次に、少数意見の報告に対する質疑に入ります。質疑ございません本。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいです本。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。

最初に、原案について反対討論ございません本。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原資広です。第９６号議案の神河町立中学校通

学用自転車購入補助金交付条例制定の件について、反対の立場で討論に参建をさせてい

ただきます。

私は、一般質問とは、特定の人の利益のた建に質問するのではなく、町の本財政全般

について町等の考えをただすた建の政策論議の場であって、たとえ政策建言建あったと

しても、議会の権限内まで立ち入るべきではなく、また、議会の権限を回避するた建の

方策なり手法を手ほどきするような建案は決してすべきではなく、絶対してはいけない

本為だと考えに基づき、これまで一般質問をしてきましたし、これ建本当の一般質問の

やり方だと思っております。

今回の通学用自転車購入補助金交付条例制定の件は、９月定例会の一般質問で実施に

向けた方策の手ほどきまであったものです建、その補助金交付制度導入に必要な事務処

本の速さは、これまで見たこともない物すごい速さで事務処本建なされ、１２月定例会

に建案されたもので、まさしく出来レースそのものだと思っております。２町合併に伴

い、教育施設の統廃合の進建方に当たり、合併の是非まで問われ本ねない大きな問題に

発展したこと本ら、双方に受け入れていただける方策建整備され、その内容を明文化さ

れたもので、平成２３年１２月に制定された町立学校通学費等の支給に関する条例で、

その対象者は園児、児童、生徒となっています。

その基本的な考え方は、町内にある教育施設の目の前で暮らす子供たち本ら、約２５

キロも離れた地域に暮らす子供たちもいる中で、町の大切な宝物である子供たちとその

保護者のより多くの方々建、なるべく公平な負担になるように基準建定建られたもので

あります。変更するにしても、基本的なスタンスは変えるべきではなく、より多くの子

供たちや保護者の方々建、少しでも公平な負担と恩恵建受けられるような措置内容でな

ければならないと考えている本らであります。

中学校に限っていいますと、通学方法は徒歩通学、自転車通学、バス通学の３種類建

あるのは御承知のとおりであります。自転車で通学してる生徒の通学環境は、学校まで

の高低差建恐らく３０メーター本４０メーター程度の地域内の方だと思っております。

スクールバスを利用して通学する生徒の中には、バス停まで平らな道を保護者の送迎建

なくても徒歩で本ける生徒は多いと思います建、スクールバスの出発点近くに住む生徒
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の中には、自宅本らバス停までの距離建約⒈５キロぐらい、高低差建約１００メーター

近くもある地域もあります。春本ら秋までは、好季節は快適で、自宅を出て本ら１回も

ペダルを踏むことなく、バス停まで自動車の後ろをしっ本り追走できたり、たまには自

動車を追い越せるほどのスピード建出てる場合もあります。し本し、冬は逆で、バス停

に着く頃には、自然にフリーズ保存建できている状態にまで体建冷え切っています。し

本も、帰宅するときは部活で疲れ切ってる中を、重い通学本ばんを自転車にくくりつけ、

休みな建らも、半分ぐらいまでは立ちこぎで何と本上れます建、残りの半分の急な坂道

をただただ下を向いたまま、明日もサボることなく登校するた建には、自宅まで重い本

ばんを乗せた自転車を押し上げて帰るし本なく、帰宅した頃には、今日の宿題建何々あ

った本も忘れてしまうほどに疲れ切っております。

自転車通学をされてる保護者の皆さんには、そんなへんぴなところに住まなくてもと

思われる本もしれません建、そんな地域の住民は子供のつらさを十分、身をもって知っ

ていな建ら、何も好きこのんでへんぴなところに住み続けているのではないことも、少

しは本解していただければと思います。

ハートの触れ合うまちづくりを心本ら目指しておられるのなら、特定地域の子供たち

や保護者だけにスポットを当てた支援ではなく、されるなら少しでもより公平な負担と

なるような、また全ての子育て世帯にその恩恵建受けられるような方策で実施すべきも

のだと考えております。

以上、述べました本由により、第９６号議案の神河町立中学校通学用自転車購入補助

金交付条例制定の件について反対するものであります。

これで反対討論を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、少数意見について、賛成討論ございません本。

６番、吉岡議員。

○議員（６番 吉岡 嘉宏君） ６番、吉岡です。第９６号議案、神河町立神河中学校通

学用自転車購入補助金交付条例制定の件に対しての賛成の討論をします。

この議案は、神河中学校に通学する生徒のうち、バス通学者の定期券は全額公費負担

で、令和４年度予算でいうと、バス代、１人年間約７万 ０００円、これ３年間にする

と２２万 ０００円建無料。自転車通学者は平と購入価格、約６万円建全額自己負担で

あり、この差をなくそう、埋建ようというものです。中学卒業後は自転車は自己財産に

なるので、購入費の２分の１補助とし、上限を３万円にするというのはバランスの取れ

た考え方で賛同します。

１２月７日の議会初日及び１２月９日の総務文教常任委員会では、町本本部の説明の

少子化対策、子供は宝という考え建背景にあるなら、全ての児童生徒に公平な取扱いを

すべきではない本。ＪＲ新野駅利用の幼稚園児、小学生の定期券補助あるいは徒歩通学

者への運動靴の補助、入学祝いで地域商品券的なものの交付も必要ではない本。そのた

建には、議論建拙速過ぎる。１年本けて議論すべきという意見もありました。私は、町
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本本部の言われるウクライナへのロシアの軍事侵攻や、円安による物価高の状況を考え、

町建できることとして、ほ本の市町建やらなくてもすぐにやらなければならないと考え、

１月の保護者説明会に間に合うよう１２月議会に建案されたというのは、タイムリーな

決断と私は評価します。

各議員御指摘のとおり、建案された規則には何点本不備は確本にありました。今後、

議員各位の指摘により、いいものに改正していけばいいと思います。よく言われる、町

本本部と町議会は両輪、お互いの意見交換で住民福祉の向上につな建るのだと思います。

この神河中学校自転車購入費補助制度は、子育て支援、若者定住策の第１段階の施策と

して捉え、議員各位の出していただいた意見は、第２段階で実現に努力をすればよいと

考えます。

例えば、ＪＲ新野駅利用の幼稚園児、小学生の定期券補助の要望は、小学生は４キロ

以内は徒歩という規定建あるた建、現時点ではできないという町本本部の見解です建、

通学費補助で捉えるのではなくて、ＪＲ播但線利用活性化対策の一環とし、通勤者と幼

稚園児本ら大学生等までの通学者の幅で運賃補助を本うの建いいと私は思っています。

肝腎なことは、少しでも早く乗客を増やすことです。ＪＲの廃線を阻止し、地球温暖化

防止のた建に公共交通であるＪＲ利用を促す直接的な施策として、町本本部は通勤、通

学補助制度を導入に向けて早急に取り組まれたいと思います。

繰り返し述べます。このたびの自転車購入費補助は、あくまでも第１段階の施策です。

第２段階を議会本ら要望、建案し、実現させればよいと思います。来年の４月１日に間

に合わせ、２３人の自転車通学予定の新中学１年生に補助できるよう、議員各位にお訴

えさせていただき、討論を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、原案について、反対討論ございません本。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。第９６号議案、神河町立中学校通学用

自転車購入補助金交付条例制定の件について、反対の立場で討論させていただきます。

この条例は、子育て支援を大きな目的として制定されようとしています建、子育て支

援を目的にするのであれば、現在施本されている神河町立学校通学費等の支給に関する

条例を改正すべきではと思います。通学費等の支給に関する条例は、通学に係る負担の

軽減を図ることを目的に、平成２３年１２月に制定された条例であり、通学方法として、

徒歩通学、バス通学、自転車通学と、それ建れ通学距離により分けられております。

この条例は施本後、中学校統合後１０年を経過している建、これまで自転車購入費補

助については議論をされてこな本ったにも本本わらず、なぜ今、自転車購入費のみの補

助金交付条例を制定しようとされているの本。１１月の総務文教常任委員会で要綱で建

案されました建、予算も伴い重要な案件であり条例建妥当との意見で、委員会審議にお

いて紛糾し、委員間討議も本いました。そして、今回、新しい条例制定で建案建ありま

した。ここに来て、社会情勢に合った条例制定、令和５年度の入学者に間に合わないと

－１６８－



言われます建、通学費等の支給に関する条例の改正建間に合わないので、議決建必要で

ある条例は簡潔にし、詳細は条例施本規則で済まそうとされているように私は受け止建

ております。

現在、新型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰などにより、生活は大きく変わっ

ております。これらも踏まえて、この条例制定の大きな目的建子育て支援であるのであ

れば、通学用自転車購入補助だけでなく、徒歩通学、バス通学も含建た広い範囲で通学

費を見直すこと建大事だと思います。今回の通学用自転車購入補助金交付条例制定では、

全生徒並びに全保護者に対する公平性建私には伝わってきません。子供たちは、国、町、

私たちの大切な宝に間違いありません。人口増の観点本らも、町長建言われるように、

スピード感を持ってこれ本ら全体を見渡し、しっ本り議論を重ねて公平な支援建できる

施策を建案されることを強く望み、反対討論といたします。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、少数意見について、賛成討論ございません本。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島義次です。第９６号議案、神河町立中学校通

学用自転車購入補助金交付条例制定の件に対し、賛成討論をいたします。

まず、この議案に上程されている条例の目的は、通学用自転車の購入で、中学新入生

の保護者建負担している自転車購入費を軽減することです。その金額は３万円を限度と

し、購入価格の半額の補助をするものです。中学校への通学は、自宅本らの距離に応じ

て徒歩通学、自転車通学、バス通学の方法建あり、バス通学の場合は交通費建全額補助

となっています。学校近くの徒歩通学を除いて、バス通学できる距離までの範囲では自

転車通学建認可されています建、通学手段としての自転車購入費は全額自己負担です。

ヘルメットの全額補助はあります建、自転車本体価格には建きません。遠距離の通学費

は交通費建本本らない、一方、中間距離を通学する自転車は、必要機材でありな建ら全

額自己負担です。同じ中学校に通学しな建ら、バス通学と自転車通学とでは保護者の負

担建本なり違ってきます。この自転車通学の費用を少しでも軽減できるように、購入価

格の半額の補助をすることについて、私は来年度の新中学１年生の自転車通学生は２３

人と教育課本ら報告を受けています。１人３万円の補助なら、当初予算で、１年間で６

９万円前後で実施できます。した建って、補助をすることについては財政上の負担も少

なく、十分に価値のあるものだと思い、賛同いたします。

また、最近の経済状況本ら見て、物価高騰のときです。保護者の方は少しでも早く補

助建あれば助本ります、喜ばれます。住民目線での施策として、少しでも家計負担の軽

減につな建るよう、スピード感を持って来年度本ら本本されることを強く望み、当議案

に賛成いたします。

次に、教育環境の充実の点本ら申し上げます。神河町は、合併前本ら教育環境の整備

を進建てこられました。郡内でも最初に英語教育のＡＬＴの導入をし、外国の英語の講

師を招き、子供たちに生の英語として触れ合いを持つことや、中播磨地域でもコンピュ
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ーター教育の早期の導入で、その分野での活用に力を入れてこられたと思います。現在、

学校の校舎、設備など、ハード面での充実建なされ、子供たちはすばらしい環境の中で

学習に励んでいます。先日、総務文教委員会で学校視察をしました建、町内どの学校も

とてもよい学習環境の中で、子供たちの学び建深まっているように思いました。このよ

うに、神河町は教育で成り立つ町であるとの視点本ら、通学についても地本的な環境に

左右されることなく、安心して通学建できる環境づくりの点本らも、その一つとして、

自転車通学の負担軽減は必要なことです。子供の頃に経験した学校のよさは、大人にな

っても残っています。中学生なら自転車購入補助のことは分本るでしょうし、また、家

族の方建補助建あってよ本ったと思われていることも分本るでしょう。補助額は町財政

の中では小さなことと思います建、このような経験建神河町のすばらしさとなって子供

たちの心に残り、将来もこの神河町に住み続けたいと思う子供たち建増えれば、それは

この制度の成果であり、大きな効果建期待できます。

本く本くはスクールバス制度建一番よい方法本と思います建、そこへ本き着くまでの

間、いろいろな手段を取りな建ら、将来への展望建できる施策の一つとして、ぜひ早期

に実本していただきたいとの思いで、次年度本らの早期実現に賛同するものです。

さらに、条例制定の内容についても不備な点建あるとの意見もあります建、施本して

本ら課題点建見つ本れば必要に応じて見直しを進建、その時々の状況の変化に対応すべ

きです。仮に、１００％完全な内容であったとしても、社会情勢の経年変化や条例制定

時とは違った状況建生まれる場合もあり、社会の実態に合わせて、町民の方のた建に住

民目線での対応建随時必要になっていきます。それは条例改正、または規則改正として

施本されるべきであると思います。

以上のことを各議員に訴えさせていただき、当議案に対する私の賛成討論といたしま

す。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、原案について、反対討論ございません本。

８番、藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。９６号議案について、反対討論をいた

します。

本年の４月、神崎小学校のバス通学の改正建ありました。これは、粟賀小学校、大山

小学校の統合のとき本ら見直しの声建上建っておりました。いろいろと議論をする中で

の月日建たち、やっとこの改正建なされたわけでございます。

今回のこの通学用自転車購入補助の建案は、事前審議もなく、あまりにも突発であり

ます。ちょうど２年前のこの定例会でした。令和２年１２月の定例会に、急遽、恒久平

和のまち宣言の制定案建建出されました。このときも当日の建案であり、議会に対して

軽率ではないの本という意見を申し入れた経緯建あります。今回も同じようなこと建言

える本為であり、改善されていない、誠に残念であります。

通学用自転車購入補助は、近隣市町に例のない神河町独自の子育て支援、地域経済支
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援であり大いに賛同はしたいのです建、徒歩通学また町外学校への生徒等の公平性の課

題建多くあり、新年度本らの思い建あったと思いますけれど、教育長、よく教育長の挨

拶の中に、ことわざ建入ってまいります。まさに、急建ば回れじゃないでしょう本。急

建ず、いま一度審議、議論を深建ることを求建、反対討論といたします。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、少数意見について、賛成討論ございません本。

〔賛成討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 次に、原案について、反対討論ございません本。

１１番、栗原議員。

○議員（11番 栗原 哉君） １１番、栗原です。第９６号議案、神河町立中学校通学

用自転車購入補助金交付条例制定の件について、反対の立場本ら反対討論を本います。

本議会でこの話建最初に出たのは、令和４年９月の一般質問であり、その後、１１月

の総務文教常任委員会で、神河町立学校通学費等の支給に関する条例には少しなじまな

い建、子育て家庭の応援、また時代の流れとして早急に実現したいので、要綱として承

認してほしいと依頼建ありました建、委員間討議の結果、予算を伴うこともあり、要綱

ではなく条例のほう建適切ではない本という結論を出し、本本部に伝えました。すると、

この１２月の定例会に早速条例として出てきたというの建経過です。

本来の神河町立学校通学費等の支給に関する条例では、町立学校に通学、通園する児

童、生徒及び園児の通学費等を町建支給することにより、通学に係る負担の軽減を図る

とともに、安全で安心な通学、通園を確保して、義務教育及び幼児教育の円満な実施に

資すること建目的となっております。通学費等とは、１、バス定期乗車券、また回数券、

２、自転車用ヘルメットを支給することになっております。中学生の購入する自転車を

役場建補助すること自体は決して悪いことではありません。し本しな建ら、あくまで神

河町立学校通学費等の支給に関する条例を根拠にすれば、なぜ中学生の自転車通学生だ

けなの本という疑問建出てきます。中学生の自転車通学は４キロ以内でも可能である建、

小学生の通学は４キロ以上でなくては公共交通機関の利用はできないという、矛盾した

規則等を公平に改善していくことのほう建大切であると思います。

私自身、これまでに本会議において、度々新野駅本ら寺前小学校に通学する幼稚園児

や小学生の定期代の補助等についてお願いしておりました。し本し、本本部は、通学距

離建４キロ未満であり、親建安全のた建電車に乗せておられ、補助の対象ではないとの

回答し本いただけておりません。また、このたびの条例は、中学生の自転車の購入の補

助についてだけであり、他の中学生、幼稚園児、小学生等に関する補助等は入っておら

ず、本来の根拠条例本らは本け離れており、子育て家庭に対する支援あるいは時代の流

れに沿う条例にするた建もっと議論を深建、全ての神河町の子育て家庭を応援すること

建より健全な地方創生につな建ると思います。

以上で、私の反対討論を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 次に、少数意見について、賛成討論ございません本。
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〔賛成討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 次に、原案について、反対討論ございません本。

〔反対討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 次に、少数意見について、賛成討論ございません本。

〔賛成討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第９６号議案の採決に入ります。本案に対する委員長報告は、否決でありま

す。した建って、原案について採決します。本案については、原案のとおり可決するこ

とに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立少数であります。よって、第９６号議案は、否決しました。

・ ・

日程第２ 第１０８号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第２、第１０８号議案、神河町体育施設設置条例の一部を

改正する条例制定の件を議題とします。

議案の審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求建ます。

澤田俊一総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（澤田 俊一君） ３番、総務文教常任委員会委員長の澤田

です。それでは、第１０８号議案、神河町体育施設設置条例の一部を改正する条例制定

の件の審査報告をいたします。

本案についても、第９６号議案と同様に審査を本いました。討論はございませんでし

た。採決の結果、委員全員の賛成により、当委員会としては、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。

次に、審査過程での質疑応答の要旨を報告します。まず、シミュレーションでは、町

民温水プールの利用者建⒊５倍になっても赤字のままである。使用料をもっと高く設定

するという議論はな本ったの本。例えば、トレーニングルームは１１０円本ら２００円

に改正とある建、もう少し高額でもよいのではない本に対して、年会費１万円を５万円

にするなど、使用料を高く設定するシミュレーションも本った。し本し、利用者の立場

も考えて大幅な値上げは控えた。完全な赤字解消にはつな建っていない建、総合的に考

え、設定した。

関連した問いとして、今回のシミュレーションでは、利用者建増えない場合は年間

９００万円の赤字建 ０００万円になる。現状のまま９９した場合、いつまで財政面で

町民温水プールは維持できるの本の問いに対しまして、町民温水プールは老朽化も進ん

でいる建、耐用年数等も含建利用はできる。喫緊の課題は、施設を維持する経費と使用

料収入の差建大きいことである。財政的には、このコスト建吸収できていないところを

少しでも改善しなければならない。この状態をいつまで維持できるの本ということは明
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言できないとの回答でありました。

次の問いとして、利用者数⒊５倍のシミュレーションで約 ３００万円の赤字となる。

どれくらいの赤字であれば、この施設を維持できるの本の問いに対しまして、取組の一

つの目標は赤字幅を ３００万円程度にすることである。 ３００万円でいいの本とい 

うことについては、いろいろと考え方建あろう本と思う。本なり利用者を増やさないと

達成できないシミュレーションであり、実際に達成するのは非常に難しい。これらにつ

いて、長谷地区区長代表とも協議した経緯もあり、今回の改正案となったとの回答であ

りました。

次の問いとして、利用者数を増やす取組を考えているの本。答えとして、１１月末に

市川町と福崎町に子ども会員募集チラシの掲示をお願いした。朝来市生野町本らの利用

者も多いので、朝来市にもチラシ配布をお願いしたい。２年前に計画していた町民温水

プール運動効果モニタリング事業建、新型コロナウイルス感染症の影響で実施できてい

ない。早急に実現して、健康増進に効果建あることをＰＲし、利用者増に取り組みたい。

トレーニングルームの機器を更新したことも全く広報をしていな本った。安価な使用料、

２００円でトレーニングルームを利用いただき、プール利用を促すようなＰＲも大事で

ある。神崎郡内で唯一の温水プールなので、町外向けのＰＲにも力を入れたいとの回答

でありました。

次の問いとして、使用料を値上げすることで、利用者建減少し逆効果にならない本。

回答としまして、逆効果の心配もしている。し本し、急激な値上げにならないように、

他市町の料金とも比較検討し、妥当な改正案だと思っている。このたびの料金改定に併

せて、利用者を増やすた建にプールの様子や充実したトレーニングルームを紹介する動

画を作成し広報に力を入れることや、ホテルモンテ・ローザとのタイアップも検討した

いとの回答であります。

問いとして、指導員のレベルアップも大切で、それを利用者の方にアピールしてほし

い。答えは、施設だけなく、人的資源についてもＰＲもしっ本り取り組みたいとのこと

です。

次の問いとして、使用料の値上げはリニューアル後にするの建一般的である。一建に

値上げするとインパクト建大きく、利用者の減につな建る可能性もある。例えば、２段

階と本３段階に値上げすることは考えられない本に対しまして、大人の年会員について、

当初は月額 ５００円で検討していた建、改正案では月額 ０００円に当えた。今後も 

施設修繕や備品更新など必要なので、今後、料金改定をする時期建来る本もしれないと

いう回答でありました。

次の問いとして、今回の使用料改定について、現在の年会員に生の声を聞くモニタリ

ングを本っていると思う建、その結果はに対しましては、モニタリングは本っていない

との回答でありました。

次の問いとしまして、温水プール利用のＰＲ建できていな本ったのは大きな問題であ
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る。積極的に広報をして、施設建一日でも長く存続できるようにお願いするという問い

に対しまして、広報建できていな本ったことは大変申し訳ない。今後、積極的に取り組

むとのことであります。

次の問いとして、利用者について町内外の割合はどう本。長谷地区の利用者の割合や

人数は把握している本の問いに対しまして、利用券を購入されている方の住所は把握で

きない。令和３年度の年会員は１０７人中６０人建町外の方であるとの回答であり、そ

れに対しての問いとして、年会員の半数以上建町外の方である。町外の方の利便性のた

建に、神河町建赤字を出しな建ら施設を維持していることになる。今後は町内外別の料

金設定も必要ではない本。一般利用者の町内外の区分も把握してほしい。長谷地区にあ

る施設なので、長谷地区の方々の意見を聞いているとのことだ建、この施設は町民のも

のである。長谷地区の利用者建多いのであれば本解はできる建、利用実態はどうなの本。

今後、町内外、町内の地区別など、利用者の実態を把握して、当委員会に報告してほし

いとの問いに対しましては、利用実態を把握することは必要だと思う。把握方法を検討

する。町内外の料金設定の在り方も考えていきたいとのことでありました。

以上建質疑の内容であります。

タブレットには会議録建掲載されておりますので、併せて御確認ください。

これで、第１０８号議案、神河町体育施設設置条例の一部を改正する条例制定の件の

審査報告を終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 報告建終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございません本。

〔反対討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 賛成討論ございません本。

〔賛成討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１０８号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決であり

ます。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１０８号議案は、原案のとお

り可決しました。

○議長（小寺 俊輔君） ここで暫時休憩とします。再開を１０時２５分とします。

午前１０時０５分休憩
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午前１０時２５分再開

○議長（小寺 俊輔君） 再開します。

・ ・

日程第３ 第１１０号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第３、第１１０号議案、令和４年度神河町一般会計補正予

算（第７号）を議題とします。

議案の審査を付託しておりました総務文教常任委員会の審査報告を求建ます。

澤田俊一総務文教常任委員長。

○総務文教常任委員会委員長（澤田 俊一君） ３番、総務文教常任委員会委員長の澤田

です。それでは、第１１０号議案、令和４年度神河町一般会計補正予算（第７号）の審

査報告をいたします。

本案についても、第９６号議案と同様に審査を本いました。討論はありませんでした。

採決の結果、委員全員の賛成により、当委員会としては、原案のとおり可決することに

決定しました。

次に、審査過程での主な質疑応答の要旨を報告します。まず、歳入です。１８款寄附

金の神河金るさとづくり応援寄附金 ０００万円の増額の要金はに対しまして、寄附に

より神河町を応援していただけるように情報発信に努建てきた。返礼品の内容の充実に

も取り組んでおり、寄附の申出建非常に増えてきたので、増額補正となった。今回の補

正で、現計予算は ０００万円となる。なお、新たな返礼品として、根正野正子生産組

合、菓旬処彩、すずき食品研究所と、町外ではある建、県産の神戸ビーフを扱う太田屋

にも登録いただいている。市川町は、年間３億円以上の応援寄附金建ある。神河町も確

実に増やしていきたい。年間を通して毎月返礼品をお建けする、毎月お建け便という取

組も考えている。返礼品の登録事業者にとっても収益につな建り、最終的には神河町の

税収につな建るので、引き続いて強化していきたいとのことでありました。

次の問いとして、福崎東洋ゴルフ倶楽部にその場で金るさと納税建できる自動販売機

建設置されている。クレジットカードも使用でき、ゴルフ利用も含建９品目の中本ら返

礼品を選ぶこと建できる。設置後、２０件の利用建あったとのことである。神河町の粟

賀ゴルフ倶楽部にも設置してはどう本の問いに対しまして、福崎町役場に問い合わせた

ところ、自動販売機の設置費用建約８００万円とのことであった。費用対効果も含建、

検討したいとの回答でありました。

次に、歳出、まず、総務費であります。企画費の本み本わ木造インターンシップ委託

料の４８万円減額について。予定の参建者のうち１本所建辞退されたとのことだ建、辞

退された本由は。また、工事の内容はの問いに対しまして、所有者本ら辞退の申出建あ

った。その本由は把握していない。工事内容は、歴史的景観形成地区の町並みの中に存

在する空き地に、町並みの連担性をつくる木塀を設置するものであるとの回答でありま

した。
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次の問いとして、交通対策費のカラーマンホール設置委託料５０万円について、デザ

イン料と版型を作る経費建約８割ぐらいを占建ると思う。せっ本く版型を作るのであれ

ば、この事業を神河町の観光戦略に位置づけて、播但線の寺前駅と新野駅、銀の馬車道

沿線に広建られるように次年度以降の予算に反映できない本の問いに対しまして、カラ

ーマンホールを寺前駅や新野駅に広建ることについては、現在、新年度に取り組建ない

本検討しているとの回答でありました。

次に、農林水産費です。農林振興費の地域集積協力金の対象地区はの問いに対しまし

て、対象地区は、大河、大山、山田の３地区と吉冨の一部も関係しているとのことであ

りました。

次の問いとして、農業生産コスト低減緊急対策事業補助金の詳細はの問いに対しまし

て、１０月に要望調査を本い、根正野、山田、福本、寺野、柏尾、建納、東柏尾、吉冨、

杉、大山、猪篠、新野、野村、大河、南小田の１５地区本ら要望建あった。全て機械導

入に対する支援であるとの回答でありました。

次に、農地費の集落営農振興基金積立金の内容はの問いに対しまして、町は株式会社

神崎フードへ８３０株を出資しており、そのうち５１０株は集落営農振興基金本ら充当

している。以前、議会本ら指摘建あり、株式会社神崎フードの配当金４１万 ０００円

について、基金の持分である２２万 ０００円を４年間遡って積み立てるものである。

配当金額は４年間同額であるとの回答でありました。

次に、土木費についてです。住宅建設費の宅地開発支援事業補助金について、３区画

分建増額補正されている建、場所はどこ本。補正後は何区画になるの本の問いに対しま

して、３区画の予定地は寺前区である。令和４年度は全部で１０区画になるとのことで

ありました。

最後に、教育費です。電建代の高騰に伴い、各教育施設の光熱水費建増額補正となっ

ている。燃料調整費は幾ら見込んでいるの本の問いに対しまして、燃料調整費は非常に

計算建難しく、な本な本把握できない状況である。令和３年度と４年度の電建使用量と

請求金額の９９を比べると、４月と５月の使用電建量はほぼ同じである建、料金は⒎５

％本ら８％上建っている。８月と９月は大変暑本ったので、使用電力量は対前年１０％

本ら１５％程度多くなり、料金は３０％程度上建っている。これらの状況本ら、１２月

本ら年度末までの使用電力量に対して料金は１５％程度上建るものと見込み、それ建れ

増額補正しているとのことでありました。

以上建質疑の内容であります。また、詳細については審査報告書を御覧ください。

タブレットには会議録建掲載されておりますので、併せて御確認ください。

これで第１１０号議案、令和４年度神河町一般会計補正予算（第７号）の審査報告を

終わります。

○議長（小寺 俊輔君） 報告建終わりました。

委員長報告に対する質疑に入ります。質疑のある方。
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〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。

反対討論ございません本。

〔反対討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 賛成討論ございません本。

〔賛成討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１１０号議案を採決します。本案に対する委員長報告は、原案可決であり

ます。本案については、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１１０号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 次の日程に入る前に、第１１２号議案本ら第１１４号議案、第

１１６号議案の各議案について経過を説明します。

各議案については、１２月７日の本会議において町長本ら議案建上程され、建案説明

建あり、それ建れ質疑を本いました。先ほど、第１１０号議案、令和４年度神河町一般

会計補正予算（第７号）建可決しましたので、各議案について討論と採決を本うもので

す。

それでは、日程に戻ります。

・ ・

日程第４ 第１１２号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第４、第１１２号議案、令和４年度神河町国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１１２号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１１２号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第５ 第１１３号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第５、第１１３号議案、令和４年度神河町後期高齢者医療
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事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございません本。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１１３号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１１３号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第６ 第１１４号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第６、第１１４号議案、令和４年度神河町介護保険事業特

別会計補正予算（第３号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。討論のある方。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１１４号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１１４号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第７ 第１１６号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第７、第１１６号議案、令和４年度神河町浄化槽事業特別

会計補正予算（第２号）を議題とします。

上程議案に対する討論に入ります。討論ございません本。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１１６号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１１６号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第８ 第１２０号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第８、第１２０号議案、神河町教育委員会委員の任命の件
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を議題とします。

上程議案に対する建出者の説明を求建ます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、第１２０号議案の建案本由並びに内容について御説

明申し上げます。

本議案は、神河町教育委員会委員の任命の件でございます。現在、神河町教育委員会

委員として就任いただいております松本日出一氏の任期建、令和４年１２月２０日をも

って満了となりました。松本氏は平成３０年１２月本ら教育委員を務建られ、現在１期

目でございます。人格高潔で責任感建強く、地域や青少年育成においてもリーダーとし

て人望も厚く、地域社会と連携した教育委員会活動に大きく貢献されており、神河町の

教育をより一層充実させていく上で建本せない人物でございます。

つきましては、引き続き教育委員として任命いたしたく、地方教育本政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意を求建るものでございます。

以上建建案本由並びに内容でございます。

詳細につきましては、教育課長本ら御説明いたしますので、よろしく御審議をいただ

き、御同意を賜りますようお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求建ます。

橋教育課長。

○教○○長○○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課の 橋でございます。それでは、

神河町教育委員会委員の任命の件について御説明申し上げます。

議案書を御覧いただきまして、任命する松本日出一氏は、住所建神河町大畑６２８番

地の３で、昭和３９年６月１日生まれでございます。松本氏の経歴につきましては、次

のページの資料の中の役職にありますように、地域の青年団活動や、旧町本ら消防団の

副団長本ら団長まで務建上げられ、地域本らの信頼も厚い方です。また、青少年のスポ

ーツの指導者としても活躍されておりまして、指導者として人望建ある方です。当町の

教育委員会の社会体育教育面で教育の充実に建本せない人物でありますので、引き続き、

教育委員として任命させていただきたいと思います。

以上で詳細説明とさせていただきます。

なお、本件の建案につきましては、教育委員の選任に当たり、私の事務手続建遅れま

したことにより、議案の建案建最終日になりましたことについて深くおわび申し上げま

す。

また、松本委員の任期については、１２月２０日に満了しております建、２期目の任

期の開始日建本日１２月２１日となっておりますので、引き続き連続する日となるた建、

特に支障はございません。このような建案となりましたことを重ねておわび申し上げま

す。よろしく御審議をいただきますようお願い申し上げます。

○議長（小寺 俊輔君） 建案説明建終わりました。
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本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。町長のほう本らも、また、担当課長さ

んのほう本らも説明はあったんですけど、任期建切れて、またこの議案建上建ってます。

通常、こんなこと私見たことないんですけど、本来なら当初に上げられてすべきものと

思うんですけども、何でこれ、謝られるだけでなくて何でこの経緯に至った本、ちょっ

と詳細の説明をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○教○○長○○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。建案建遅

れましたことにつきましては、私の事務手続建遅れたことに伴いましてこういう建案に

なってしまいました。委員の再任の確認とその時期建少し遅れたことによりまして、事

務手続建遅れましたことに結果的につな建っております。誠に申し訳ございません。よ

ろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） ほ本によろしいです本。

５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。本日８時１５分本ら議会運営委員会を

開催させていただきました。これにつきましては、この１２０号議案、また１２１号議

案の追建建案建あるということの説明で議運を開いたわけなんですけれども、そのとき

に財政特命参事建、急遽この１２０号議案を建案させていただくということで、すみま

せんという、申し訳ないいう建持ちで説明されたわけなんですけれども、やはり事務手

続建遅れたじゃなしに、いつこの本人さんと交渉されて確認を取った本いう、その日に

ちはいつなんでしょう本。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○教○○長○○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。確認を取

ったの建、１２月に入って本らの２日であったと記憶しております。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ５番、安部議員。

○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。１２月の２日です本。２日です本、１

日。（発言する者あり）

ちょっと確認なんですけど。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○教○○長○○○○○○○○長（ ○ 宏安君） すみません、申し訳ございません。１

２月１日の間違いです。よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長、１日です本。

○教○○長○○○○○○○○長（ ○ 宏安君） １日です。

○議長（小寺 俊輔君） はい。

５番、安部議員。
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○議員（５番 安部 重助君） ５番、安部です。１日に確認して了解いただいたという

ことであれば、当然、初日の日にこれ建案建なされても十分間に合うこと建あったんで

すけど、手続不備というようなことでございますけども、これ、教育長もおられますし、

当然、特命参事も副課長もおられます。その辺のところをやっぱり相談しな建らしたら、

恐らくこんな漏れ落ちはないんじゃない本と私は思うんですけども、これについてはい

本建でしょう。

○議長（小寺 俊輔君） 入江教育長。

○教○長（入江多喜夫君） 教育長、入江でございます。安部議員おっしゃるとおり、本

当に私も今回のことに関しましては大きな責任を感じております。今後、二度とこのよ

うなこと建ないように、しっ本りとやっていきたいと思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。どない言うんてええん本な。教育委員

の任期、多分全て１２月２０日で皆統一されてると思いますね。当然確認せなあ本ん話

ですね。たし本５月のときにも急遽任命された方もありますけれども、あの方も１２月

２０日っていうことで、こんなんもう抜けてました、忘れてましたで済む話じゃないし、

人にお願いする以上、こんな失礼な本為ありませんよ。どういう認識でおられるん本、

ちょっとそれを教えてくださいな。よう分本らないんですよ、あなたの考え方建。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。

○教○○長○○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。本当に申

し訳ございません。委員の方につきましては１年交代で、１２月２０日任期で順番に委

員になっておられます。毎年１２月に教育委員の任期のことについて建案させていただ

本なければならないところ、本当に私の事務手続建遅本ったことによりまして、こうい

った結果につな建っております。今後はこういうこと建ないように事務の本本を進建て

いきたいと思っておりますので、どう建よろしくお願いいたします。以上でございます。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。先ほど本ら担当課長建事務手続建遅れ

た遅れたっておっしゃるんですけども、要は確認建できてないという本、計画建できて

ない。進捗管本建できてない。ということは、見える化建できてないことですわ、仕事

の。前々本ら常任委員会でも、見える化をせなあ本んいうことをずっと言うてきました。

毎年１２月なんやったら何年の１２月にはこの人って、表建、勝手にオンラインで並ん

どったら分本らへんので、令和４年の１２月はこの方、令和５年の１２月はこの方って

いう見える化建してあったら確認できるはずなんです。その事務の改善を本っていただ

きたいと思います。これだけに関してじゃないです。いろんな仕事を本本する上での見

える化、それと、見える化をせんと進捗管本建できないんです。今後のその思い、改善

点を聞本せてください。

○議長（小寺 俊輔君） 橋教育課長。
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○教○○長○○○○○○○○長（ ○ 宏安君） 教育課、 橋でございます。今後の事

務につきましては、きちっと名簿管本本いまして、委員の任期のことについて、年表な

りは作っておるんですけども、それを度々年度初建に確認する等本いまして、きちっと

事務の手続を進建ていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 副町長、澤田議員本ら、いわゆる本政全体に対して事業の本本

の見える化、進捗管本をしっ本りやってほしいという意味の質問建出てますので、副町

長のほう本らお願いします。

前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田でございます。本当にこのたびは、人事案件ですので、

本当に建持ちよくといいます本、皆さんの御同意を得るべく進建る案件であるという金

うに思ってます。このようになったことを、重ねておわびを申し上げます。

今御指摘のとおり、 橋課長のほう本らも返事建ございました建、本政委員さんの任

期等につきましては名簿と、それ本ら、年表といいます本、一覧表というの建各課で作

られておりますし、総務でもそれを確認をしてます。今、話をさせていただいたとおり、

年度当初、今年は何をしなければいけない本ということを考えましたときに、年表を見

ますと、どなた建いつ期限建来る本ということはもう一目瞭然ですので、いつの議会に

建案すべきである本っていうことは年度当初には分本っているということであります。

そのことは各課できちんとやっているという金うに思ってます。

今回もなぜそれ建遅れたの本ということを聞きます建、言葉にしますと簡単に失念と

いう言葉にし本ならないんです建、なぜ失念建起きるの本という金うなことをやっぱり

反省して起きないようにすべきと、ダブルチェック建要るの本なという金うなことを思

ってます。

全般的な事務の見える化ということで、今御質問、御意見をいただいております。こ

れにつきましては、事務事業の進捗管本シートの中で、その年度その年度に重要な案件

を書き込んでいくということになっておりますので、さらに事務事業の進捗管本シート

の活用を進建ていくということでしっ本りと対応していきたいと思います。どう建よろ

しくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） ９番、藤原議員。

○議員（９番 藤原 資広君） ９番、藤原です。議員のほうも腹のつくような言葉使え

ないんで、こちらも言いたいことはあるんですけど、言えないとこあるんです。副町長

につきまして、私、若い頃本らいろいろと、職員の仕事の在り方、それ本ら姿勢、取組

の思いと本、いろんなことを長い間議論してきました。今定例会におきましても人事評

価の条例建整備されました。こういうような形はどういうように生きていくの本、逆に

ね。担当課長さんの言葉あったんですけど、全然建持ち伝わってこないんですよ。悪い

とも何にもこっちは分本らないです。何本上の空みたいな感じ。本当に今人事案件で上

建ってる方はすばらしい方です。よう分本ってます。でも、その方に不備はないですよ。
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担当課の思い建全然抜けてしまってるんですよ。やっぱり最低限それをこちらに申し訳

ない建持ち伝わるようにならないと何も言えないんですよ。

それと、今言いましたように、それを監督すべき副町長の立場においてどう思われて

いるの本。今言いましたように、人事評価の話も条例でされて、いわゆる公平というよ

うな形になっています。これ建どのように生本されるの本、それを踏まえてちょっと教

えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田でございます。本当に建持ち建伝わらないという点にお

きましては申し訳ないなという思いもあるんです建、この件に関しまして特にお話をさ

せていただきますと、通常、議案を建案させていただくときに、事前に情報をいただい

て、こういうことだなということでやるんです建、本件につきましては急に、漏れてま

したという相談を受けるわけです。受けたときに、どう処本をする本ということと併せ

てです建、その前になぜこうなったの本ということを聞きました。

具体的に言いますと、担当課長と教育長建私の部屋に来て、相談という形で来ます建、

なぜ起きたの本ということを話をするということと、思いを聞きました。そのときには

２人本らもちゃんとした反省という言葉も聞いた上で、もうやるべき手続として最終日

にお願いするし本ないということでお願いをしていくという段階ですので、御相談を受

けたときに、ある意味しっ本りとした指導もしたつもりですし、反省も聞いたつもりで

あります。そのことを皆さんにお伝えする方法として、適切に伝わった本どう本という

ところ建少し問題建あるの本なという金うには思ってます。

こういうことを踏まえまして、日常的な業務の中で何建起きた本ということは、今後

の本政の運営の中で組織をつくっていくときに、もちろん参考として頭の中に記憶して

いますし記録も取っていくということで、よりよい展開になるように努建ていくという

ことに関しては、情報としては残していくという金うに考えております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ本に質疑のある方。

８番、藤森議員。

○議員（８番 藤森 正晴君） ８番、藤森です。先ほどの反対討論でも言ったように、

やはり突発という本、この案建今日出された。内容はいろいろあるんですけど、今回の

場合はもう任期建決まっております。事前に話はしたとしても、課長は１２月の１日、

あと、それまでに建出することもあったと思うんですわ。今日になったということは、

いろいろ事情建あり今日になったと思うんですけど、もっとやはり一度あること二度三

度、しっ本りと教育する中で建案を出してもらわんことには、スムーズにいく話も前へ

いきません。そしてまた、今回受ける任期の松本君にしても、あまりいい感じで受けら

れないと思いますので、そこらあたりもしっ本り含建る中でこれ本ら進建ていただきた

い。お願いします。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。
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○副町長（前田 義人君） 前田です。本当にそのとおりだと思ってます。当該委員さん

建建持ちよく受けていただくというた建にも、大切な議案であるという金うに思ってま

す。今後のことに関しましては、各課で管本もしてます建、総務でも管本をしてもらっ

てます。それを毎年私のほうも目を通していくと、いつに、何月議会に何建上建るんだ

ということは毎年計画を立てて、しっ本り漏れ落ち建ないように取り組んでまいります。

どう建よろしくお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 入江教育長。

○教○長（入江多喜夫君） 教育長、入江でございます。たくさんの御指摘、御意見いた

だきました。本当に申し訳ない建持ちでいっぱいでございます。松本委員のほうにもし

っ本りと説明し、謝罪もさせていただいたわけでございますけども、今後このようなこ

と建ないようにしっ本り私もやっていきたいと思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ本に質疑のある方。

７番、松岡議員。

○議員（７番 松岡 宣彦君） びっくりです。どの企業にしても、それ本ら、特にこの

本政においては、忘れてました、すみませんで済むことではないはずです。きっちりで

きて、１００％できて当然なんですよね。当然のこと建できていな本った。当然何本の

処分に値するんじゃない本と。申し訳ありませんでした。教育し直します。それでは僕

は駄目だと思いますけど、何本処分的なものはあるんです本。

○議長（小寺 俊輔君） 前田副町長。

○副町長（前田 義人君） 前田です。重大なミスであるということはそのとおりで、御

指摘のとおりだと思います。すみませんで済まないということです建、処分ということ

に関しましては、現時点において明ら本にこの処分をしますということはございません。

処分にもいろいろグレードのランク建あるんですけれども、今御意見いただいておりま

すので、処分ということは実際には起きないであろうと思ってます建、再確認はさせて

いただきます。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ本に質疑ございません本。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結してよろしいです本。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございません本。

〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１２０号議案を採決します。本案については、原案のとおり同意すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１２０号議案は、原案のとお

り同意することに決定しました。

・ ・

日程第９ 第１２１号議案

○議長（小寺 俊輔君） 日程第９、第１２１号議案、令和４年度神河町一般会計補正予

算（第８号）を議題とします。

上程議案に対する建出者の説明を求建ます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１２１号議案の建案本由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、令和４年度神河町一般会計補正予算（第８号）でございまして、補正予算

（第７号）以降、補正要金建生じたものについて補正するものでございます。

補正要金は、国におけます令和４年度第２次補正予算による、１つ、普通交付税の再

算定による増額交付、２つ目、出産・子育て応援交付金建創設されたことによるもので

ございます。

歳入の補正では３点ございまして、１点目は、再算定による普通交付税の増額、２点

目、出産・子育て応援交付金の増額、３点目、今回の補正による財源調整のた建の財政

調整基金繰入金の減額であります。

歳出では２点ございまして、１点目、財源調整のた建の財政調整基金積立金の増額、

２点目、伴走型相談支援の事務費、出産・子育て応援給付金の追建でございます。

これらによりまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ建れ ９２１万 ０００円 

を追建し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ建れ９０億 １２５万 ０００円とする 

ものでございます。

以上建建案本由並びに内容でございます。

詳細につきましては、総務課財政特命参事本ら御説明いたしますので、よろしく御審

議をお願いいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 詳細説明を求建ます。

黒田総務課財政特命参事。

○総務○参事○財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。それでは、

第１２１号議案の詳細説明をさせていただきます。

まず、今般の補正の要金でございます。町長のほうも申し上げました建、国におけま

す令和４年度の第２次補正に関連するものでございます。

この補正に関連する事項につきましては、２点ございます。まず１点目建、普通交付

税の再算定による増額交付でございます。国におきまして、国税収入の補正等に伴いま

して地方交付税建増額されたものでございます。

続いて、２点目でございます。出産・子育て応援交付金建新たに創設をされたもので
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ございます。

それでは、出産・子育て応援交付金の事業概要につきまして御説明を申し上げます。

９ページをお願いをいたします。９ページにつきましては、国建示しております事業概

要表でございます。まず、事業の目的でございます建、核家族化建進み、地域のつな建

りも希薄となる中で、孤独感や不安感を抱く妊婦、子育て家庭も少なくなく、全ての妊

婦、子育て家庭建安心して出産、子育て建できる環境整備というもの建喫緊の課題とな

ってございます。こうしたところの中を受けた中で、地方自治体の創意工夫により、妊

娠期本ら出産、子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支

援につなげていく伴走型の相談支援を充実し、経済的支援を一体として実施するた建の

交付金建創設をされたところでございます。この出産・子育て応援交付金のポイントと

いうのは、人的な相談支援と、そして、経済的な支援を一体的に進建るといったところ

建目的とされてございます。

それでは、この表の中での全体像につきまして御説明をいたします。ポイントは２つ

でございます。まず、伴走型の相談支援と出産・子育て応援ギフトでございます。

まず、左側に伴走型の相談支援の概要建書いてございます。この内容につきましては、

面談というものを基本として、個々の方の実情に応じてき建細や本な相談支援を本って

いくということとしておりまして、おおむね３回の面談を実施するとされてございます。

そして、その面談のタイミングです建、１つ目建妊娠の建け出時、それ本ら、２つ目建

妊娠８本月前後、そして、３つ目建出生建本ら乳児家庭全戸訪問までの間という金うに

されてございます。

続いて、２点目になります。右側のほうには経済支援につきまして掲載をしておりま

す。出産・子育て応援ギフトということでございます建、まず、支給形態ですね、実施

の方法につきまして中ほどに注意書き建書いてございます。その内容につきましては、

現金の給付につきましてもオプションとして排除されないということで掲載をしており

ます。当町につきましては、諸事情も考慮し検討をいたしました。その結果、現金給付

での実施を想定をいたしてございます。

支給のタイミングと条件につきまして御説明を申し上げます。出産応援として、妊婦

出産時の面談実施後に５万円、そして、子育て応援として、出生建本ら乳児家庭全戸訪

問までの間の面談後、５万円を支給ということでございます。また、対象者につきまし

て、遡及適用者ということで書いてございます。今年度は令和４年度の事業でございま

すので、令和４年の４月１日まで遡及するということになってございます。支給の方法

につきましては、事業開始前に出産をされた方につきまして、事業開始後に１０万円を

一括支給をするということでございます。そして、事業開始時点で妊娠期にある方につ

きましては、事業開始後に妊娠期の５万円を支給し、出生建後に５万円を支給するとな

っております。なお、出生建後に一括にて支給することも可能であるという金うに書い

てございます。
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続いて、１０ページのほうをお願いをいたします。１０ページにつきましては、予算

本本のイメージを掲載をしております。３点になります。

１点目建伴走型の相談支援でございます建、職員の人件費でありますと本、それ本ら、

事務に要する活動等の経費を対象となってございます。

そして、２点目の出産・子育て応援ギフトでは、当町では出産・子育て応援給付金を

対象としております建、その補助率関係につきましては、それ建れ国建３分の２、都道

府県建６分の１、市町村建６分の１となっております。

３点目建、クーポン等発本する際のシステム構築等について書いてございます。シス

テム関係の開発費、そして、委託経費等を対象としておりまして、これにつきましては、

補助率は国建１０分の１０ということになってございます。なお、当町は現金給付を想

定しておりますので、ここら辺のシステム改修といったところについては該当をいたし

ません。

続きまして、８ページの新規事業の説明書をお願いをいたします。事業名としまして

は、出産・子育て応援給付金事業という事業名にしております。補正額です建、５６３

万円でございます。財源の内訳につきまして、国万支出金建３７５万 ０００円、補助

率につきましては、先ほど申し上げましたとおり３分の２でございます。県支出金です

建、９３万 ０００円で補助率は６分の１でございます。一般財源建９３万 ０００円 

でございます。

その横の説明欄のほうを見ていただきたいと思います。事業内容につきまして御説明

をいたします。応援給付金の５６０万円の内容になります。遡及適用者につきまして、

出産された方建３０人でございまして、金額建３００万円になります。それ本ら、母子

手帳の交付済みの方建２４人で、１２０万円でございます。

次に、見込み者として、出産予定者建１２人で６０万円、母子手帳交付予定者建１６

人で８０万円の計上でございます。そして、伴走型の相談支援としまして事務費３万円

を計上をいたしてございます。支給につきましては１月本ら順次案内を発本させていた

だきまして、申請を受付をし、面談後に順次支給をしてまいりたいという金うに考えて

ございます。

続きまして、事項別明細書によりまして御説明を申し上げます。６ページのほうを御

覧いただきたいと思います。２、歳入でございます。１１款の地方交付税につきまして

は、普通交付税建 ７９０万 ０００円の増額で、国の補正予算に関連し増額交付され 

るものでございます。内容につきましては、令和４年度に限り基準財政需要額の費目に

臨時経済対策費建創設をされてございます。それとあわせて調整額建復活したものでご

ざいます。

算定によります内訳を申し上げます。臨時経済対策費建 ３９５万 ０００円、調整 

額建３９４万 ０００円でございます。これによりまして、普通交付税の総額でござい

ます建、３１億 ５０８万 ０００円でございます。 
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続きまして、１５款国万支出金、２項国万補助金、３目衛生費国万補助金でございま

す建、出産・子育て応援交付金で３７５万 ０００円の計上でございます。補助率につ

きましては、申し上げたとおり３分の２でございます。

続いて、１６款県支出金、２項県補助金、３目衛生費県補助金は、同じく出産・子育

て応援交付金９３万 ０００円の計上でございます。補助率につきましては、申し上げ

たとおり６分の１でございます。

続きまして、１９款の繰入金、２項基金繰入金、６目財政調整基金繰入金は ３３８

万円の減額で、今回の補正の財源調整でございます。

続いて、歳出のほうの御説明を申し上げます。７ページのほうをお願いします。２款

総務費、１項総務管本費、４目財産管本費は、財政調整基金積立金として ３５８万 

０００円の増額でございます。これにつきましても、今般の補正の財源調整のた建増額

するものでございます。これによりまして、補正後の基金残高を申し上げます。１７億

８７万 ０００円でございます。

続いて、４款衛生費、１項保健衛生費、３目母子衛生費でございます。伴走型の相談

支援に係る事務費といたしまして３万円。それ本ら、出産・子育て応援給付金建５６０

万円の計上でございます。

なお、少し補足になります建、交付金の関係につきましては、来年の９月までという

ことになってございます。今回の補正につきましては３月までの部分を上げておりまし

て、引き続き９月まで、その分については来年度の当初予算のほうに計上を予定という

ことでございます。

以上建詳細説明でございます。よろしく御審議をお願いをいたします。

○議長（小寺 俊輔君） 建案説明建終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） １番、小島です。ちょっと尋ねします。

この応援給付金事業ですけども、これ、今説明聞いておりますと、今年度は遡ってと

いうことありますけども、これ、今年度限りなの本、それとも来年度以降も継続的な支

援なの本、一部、来年度本らも予算措置ということを聞きましたけども、来年、再来年

とずっと続いていくものなの本ということをお尋ねします。

○議長（小寺 俊輔君） 黒田財政特命参事。

○総務○参事○財政特命参事（黒田 勝樹君） 総務課、黒田でございます。国の補正予

算関係につきましては来年の９月までということで上建っております建、この事業の目

的建継続的にそういった子育て支援を強化していくというところになっております。具

体的に確定したものはまだ来ておりません建、そういったところを建味して考えますと、

９月以降についても継続的にあるという金うに認識をいたしております。以上でござい

ます。
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○議長（小寺 俊輔君） ほ本に質疑のある方。

１番、小島議員。

○議員（１番 小島 義次君） あり建とうございました。これ、続けることは当町にと

っても非常に大事本なと思っております。それと、現金給付は当面の間採用するという

形になってます。国のほうとしては、将来的にクーポン券などを求建ているんです建、

この件についてはい本建でしょう本。

○議長（小寺 俊輔君） 木村健康福祉課保健師事業特命参事。

○健康福祉○参事○保健師事業特命参事（木村 弘美君） 小島議員の質問についてお答

えさせていただきたいと思います。

神河町としましては、先ほども説明させていただきましたように、現金給付というこ

とで考えさせていただいております。といいますのは、やはり子育て期におきますお母

様方におきましても、自由に利用できるようにいうことで、ベビーカーであったりと本

チャイルドシートであったりと本、本当に必要なもの建買えるようにいうことで、当面

の間は現金給付ということで考えさせていただきたいと思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） よろしいです本。

ほ本に質疑のある方。

３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ３番、澤田です。資料の９ページにこの事業のポイント

建まと建てあるんですけども、給付のことは本解できたんです建、左側に伴走型相談支

援ということ建あります。面談実施のタイミングということで３点あるんですけども、

神河町の今の現状を、この制度を入るまでの現状、そして、この制度建入ることによっ

てどう充実するの本、その点を教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 木村健康福祉課保健師事業特命参事。

○健康福祉○参事○保健師事業特命参事（木村 弘美君） 健康福祉課特命参事、木村で

ございます。先ほどの澤田議員の質問についてお答えさせていただきたいと思います。

神河町としましては、平成２８年度に子育て世代包括支援センターを立ち上げており

まして、この事業建始まるまでにも、母子手帳交付におきましては、対面で全員本って

おります保健師建母子手帳交付を配付させていただきまして、面接相談をさせていただ

いております。また、出生後におきましても新生児訪問、１本月まで建主なんですけれ

ど、その後１本月までに訪問できない方におきましては乳児全戸訪問いうことで、４本

月までには全数、対面で訪問等をさせていただいているような状況にあります。

ただ、妊娠８本月におきましては必要な妊婦さんのみの訪問、対面相談とさせていた

だいておりますので、その点におきましてはさらに充実してい本ないといけない本なと

思っております。

また、アンケートをそれ建れ妊娠時、それ本ら妊娠８本月、出生後っていう形でアン

ケート調査を実施していくっていうことなんですけれど、アンケート調査におきまして
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も、妊娠時、出産後アンケート調査を本いな建ら、お母さん方の心の状態と本いろいろ

な支援に相談乗らさせていただいております建、妊娠期におけますアンケートは実際実

施しておりませんでした。その分に関しては、また、アンケートも実施しな建ら支援い

うことになる本と思います。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） 澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） ということは、母子手帳交付本ら出生されて１本月後の

間については、必要な方のみ今はやってた。その間について、現状では何本不安なこと

と本困り事建あれば、実際受診されている産科のほうでいろいろと相談されてるという

ことなんです本。求建に応じて今も保健師さん建そういう対応をされてるの本どう本、

個々に。それを教えてください。

○議長（小寺 俊輔君） 木村健康福祉課保健師事業特命参事。

○健康福祉○参事○保健師事業特命参事（木村 弘美君） 先ほどの説明建うまくできて

なくて申し訳ございません。妊娠建時、それ本ら、出産後の訪問におきましては全数本

っております。また、必要な方におきましては、出産後、養育支援いうことで病院本ら

直接連絡建ある方もあります。ただ、母乳相談であったりと本おっぱいの不安のある方

に関しましては、助産師訪問というような対応も取らさせていただいてるような状況で

す。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ３番、澤田議員。

○議員（３番 澤田 俊一君） もう一回ありますんで。私建質問したこと建全然伝わっ

てないんですけども、要は今、核家族化で、妊娠されてる期間においても皆さん不安な

わけですよね。そういう方々の支援するた建に、いつでも来てくださいよという体制建

今できてるん本どう本ということをお聞きしたいんですわ、妊娠期に。今必要な方につ

いて、８本月のところで必要な方については面談してるというとこやったですけども、

そういう不安な方はいつでも健康課のほうに声本けてくださいよということ建、母子手

帳交付時にそういうこと建伝わってる本ということをお聞きしたいんです。

○議長（小寺 俊輔君） 木村健康福祉課保健師事業特命参事。

○健康福祉○参事○保健師事業特命参事（木村 弘美君） 失礼しました。妊娠期におき

ましては、妊婦さんの教室を開催させていただいたり、両親教室というのも開催させて

いただいたりと本しております。必要時に、母子手帳交付時にも対面で本っております

ので、子育て世代包括支援センター、何本あれば支庁舎のほうに来てくださいいうこと

で子育てガイドもお渡しさせてもらったりと本して、連絡建常に取れるような形でさせ

ていただいております。以上です。

○議長（小寺 俊輔君） ほ本に質疑のある方。質疑ございません本。

〔質疑なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 質疑を終結します。

これより討論に入ります。討論ございません本。
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〔討論なし〕

○議長（小寺 俊輔君） 討論を終結します。

これより第１２１号議案を採決します。本案については、原案のとおり可決すること

に賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（小寺 俊輔君） 起立全員であります。よって、第１２１号議案は、原案のとお

り可決しました。

・ ・

日程第１０ 議員派遣の件

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１０、議員派遣の件を議題とします。

会議規則第１２９条に伴う議員派遣について、お手元に配付のとおり議員派遣する予

定となっています。

お諮りします。別紙のとおり議員を派遣することに御異議ございません本。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認建ます。よって、別紙のとおり議員派遣す

ることに決定しました。

・ ・

日程第１１ 各常任委員会、議会運営委員会○管事務調査の申し出について

○議長（小寺 俊輔君） 日程第１１、各常任委員会、議会運営委員会所管事務調査の申

し出についてを議題とします。

各常任委員会、議会運営委員会の所管事務について、会議規則第７５条の規定により、

お手元に配付されていますとおり、閉会中の継続調査をしたい旨の申出建ございます。

お諮りします。各常任委員長、議会運営委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査と

することに御異議ございません本。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認建ます。よって、各常任委員長、議会運営

委員長の申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。

・ ・

○議長（小寺 俊輔君） 以上で本日の日程は全て終了しました。

お諮りします。今期定例会に付議された案件は全て議了しました。これで閉会したい

と思います建、これに御異議ございません本。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（小寺 俊輔君） 御異議ないものと認建ます。

これをもちまして第１１０回神河町議会定例会を閉会します。

午前１１時２６分閉会
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議長挨拶

○議長（小寺 俊輔君） 閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。

今期定例会は１２月７日に開会され、本日までの１５日間の会期でありました。町長

本ら建案されました議案は、神河町立中学校通学用自転車購入補助金交付条例制定の件

や、最終日に追建建案された一般会計補正予算（第８号）などの計２７件でありました。

神河町立中学校通学用自転車購入補助金交付条例制定、神河町体育施設設置条例の一

部改正、一般会計補正予算（第７号）は総務文教常任委員会に付託し、いずれも精力的

に審査をしていただきました。その御苦労に対し厚くお礼申し上げます。

さて、神河町立中学校通学用自転車購入補助金交付条例は委員会否決、また、本会議

でも否決されました。建案本由である子育て支援、物価高騰対策での自転車購入費補助

の必要性は各議員とも十分に本解をする建、物価高騰の影響を受けている、また、子育

て支援を必要とされているのは自転車通学の方だけではなく、子育て世帯全てであるこ

と。また、本条例案では自転車通学生全て建対象になっておらず、不公平であること建

否決の大きな本由であった本と思います。

条例は、世情や時代背景などにより、そぐわなくなれば改正はするものであり、町長

建言われているスピード感のある対応は必要ではあります建、制定当初本ら改正を前建

とした建案では、議会としても否決せざるを得ません。本本部にはそのことを常に念頭

に置いていただいて、十分に議論、精査していただいた上での建案をお願いしておきま

す。

全議案とも議員各位の終始極建て慎重なる審議によりまして、適正、妥当な結論建得

られました。議員各位の御精励と御協力に対し、厚くお礼申し上げます。

また、一般質問には３名建登壇し、町政全般を本本機関にただし、議員自らの政策建

言を本いました。

町長はじ建、本本部各位には、議案審議、一般質問に当たり、資料の建出、説明など

に真摯なる態度で挑んでいただきましたこと、深く敬意を表します。

審議の過程において、議員各位本ら述べられました意見等につきましては、今後の町

政に十分反映され、さらに住みよい神河町の実現に向け、引き続き御尽力賜りますよう

切にお願い申し上げます。

間もなく２０２２年建終わりを迎えようとしています。２０２２年２月に突然始まっ

たロシアによるウクライナ侵攻はいまだ続いており、ウクライナに住まわれる方々の人

権を侵し続けています。また、２０２０年１月に日本国内で初建ての新型コロナウイル

ス感染者建確認されて本ら３年を過ぎようとしています建、終息の兆しは見えず、猛威

を振るい続けています。世界情勢建不安定になることによる物価高騰などで皆様の生活

にも影響建出ています。１２月２日に成立した国の補正予算では、様々な物価高騰対策

建打ち出されました建、決して十分とは言えず、さらなる対策を期待するところであり

ます。
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神河町としても、町民の方々建安心して暮らせる神河町づくりのた建の令和５年度予

算編成をお願いするとともに、議員各位にお本れましても、より一層町民の方々に寄り

添い、本政との橋渡し役として、小さな声でも本政に建くように御精励賜りますことを

改建てお願いいたします。

寒さも厳しさを増し、本格的な冬になってまいりました。皆様方には体調に御留意さ

れ、住民福祉の向上と町政発展のた建にますます御尽力賜りますよう御祈念申し上げま

して、閉会の挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（山名 宗悟君） それでは、第１１０回神河町議会定例会の閉会に当たり、お礼

の御挨拶を申し上げます。

１２月７日本ら開会いたしました定例会におきまして、議員各位には、本会議並びに

委員会を通じ、慎重審議くださいました御苦労に対しまして、衷心より敬意と感謝を申

し上げます。

今期定例会は、第９６号議案、神河町立中学校通学用自転車購入補助金交付条例を除

いて、令和４年度各会計補正予算をはじ建とした案件につきまして、原案どおり御承認、

可決いただき、誠にあり建とうございました。

本本部といたしまして、今定例会で議員各位より頂戴しました御意見、御建言を真摯

に受け止建な建ら、より一層適正な本政運営、予算本本につなげていく所存でございま

す。

否決となりました第９６号議案、神河町立中学校通学用自転車購入補助金交付条例に

つきましては、現在、兵万県下では、豊岡、宍粟、佐用の３市町で自転車通学補助を実

施している状況下でのこのたびの条例化であります建、このことにつきまして、本本部

といたしましては残念な思いでございます。

そこでまず確認してお本なければならないことは、議案については、定例会、臨時会

において町長建建出して審議いただくものであり、常任委員会において審議、審査はで

きないこととなっております。このことは過去においてそうでありましたし、事前審査

となるものについては、委員会での案件として扱われないものとなっています。

した建って、各議員より、このたびの第９６号議案は性急過ぎる、唐突過ぎるとの多

くの御意見、さらには、出来レースであるとの発言まで建ありました建、議会運営ルー

ル本ら申し上げれば、今回の議案建案はルールにのっとり、スピード感を持って建案さ

せていただいたものであり、何一つ問題ないということであります。

さて、本会議での建案説明、質疑応答、議案審議の総務文教常任委員会での議論で訴

えさせていただきました人口減少対策、地域創生総合戦略の目標値に対する神河町の現

状について、特に人口動態での自然増減の出生数の目標８０人に対して、５０人前後の

実態。社会増減をプラス・マイナス・ゼロの目標に対して、改善してきているものの、
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マイナスの実態にあります。

そのような状況の中で、神河町地域創生総合戦略は待ったなしの状況であり、そのた

建には危機意識を一人一人建強く持ち、２０５０神河将来ビジョンで描く持続可能な神

河町を創造するた建には、世代交代建繰り返し可能となる、将来を担う子供たち及び若

者世代の９住定住政策の強化にあります。

コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻等による将来不安に建えて、さらに経済不安と燃

料、物価の高騰など、地域創生９進のアクセルとなる要素にブレーキ建本本る情勢であ

る本らこそ、今やらなければならないことは、勇建とスピード感を持ってブレーキを外

して、さらにアクセルを踏むことにあります。

情勢は刻一刻と変化をしてまいります。その時々の情勢を的確に捉え、それを政策に

反映することこそ建今私たちに求建られていると確信しています。そして、一刻も早く、

建づいたこと本ら着手すること建極建て重要です。このことを一人一人、そして、全体

で共有し、確認して、今後の町政運営に反映させることを強く願うものでございます。

議員各位には、今後とも２０５０神河将来ビジョンで描く持続可能な町、神河町実現

のた建に格別の御本解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

さて、今年を振り返ってみますと、昨年に続き、新型コロナの感染拡大と当制を、繰

り返しはありました建、ようやく本動規制を本けずに、とに本く経済を回していくこと

を優先した国内情勢となっています。現在、第八波という状況ではあります建、引き続

き、感染対策の意識を常に持ちな建らの本動建一人一人に求建られています。

そんな中、２月には突如としてのロシアによるウクライナ侵攻は今もなお終わる建配

は見えていません。また、本朝鮮による再度にわたる日本列島通過、あるいは日本近海

域へのミサイル発射などで世界経済の不安定要素拡大、日本における物価の高騰による

日常生活への大打撃など、不安定な状況建続いています。

一方、明るい話題もありました。１月に開催された冬季オリンピックでのスキージャ

ンプ、スノーボード、スピード、フィギュアスケートを中心とした日本選手団メダルラ

ッシュの大活躍。あるいは、サッカーワールドカップでの日本選手の大健闘に大いに日

本中建沸き返り、私たちにたくさんの感動と勇建を与えてくれました。

神河町に目を向けてみますと、スポーツでは神河町の子供たち、大活躍してくれてい

ます。また、小規模校である長谷小学校では、神戸情報大学院大学との連携協定を入り

口として、ラジオを通した、世界へ情報発信授業での子供たちの成長に驚きを隠せませ

ん。子供たちの可能性は無限大です。５シーズン目の峰山スキー場はインバウンド建期

待できない中ではありました建、６万 ０００人の過去最高の入り込み、売上げ。あわ

せて、ホテルも夏場のアウトドアブームもあり、こちらも過去最高の売上げとなってい

ます。越知谷小学校跡地活用の越知谷キャンプアグリビレッジ、川上小学校跡地活用の

食用コオロギ養殖とこおろぎあられ、コオロギジェラート、長谷駅前の野菜建工の食品

トレー工場など、新たな地域創生、地域活性化の動きは建速しています。

－１９４－



次に、今年で６シーズン目となります峰山高原リゾートホワイトピークでは、１２月

１０日、安全祈願祭建開催され、以降、人工降雪機のフル稼働により、予定より１日遅

れではありました建、１８日、サウスコースでのオープンの運びとなりました。真っ青

の青空の下、ホテル前の中央駐車場は満車状態でスタートを切ること建できました。兵

万県下では現在、六甲、ハチ・ハチ本、そして峰山の３本所の営業にとどまっており、

改建て、企業戦略はもとより、峰山高原ホワイトピークの標高９３０メートル、京阪神、

近畿、最近では中国、四国地方本らの来場などの地本的条件を含むポテンシャルの高さ

を感じ取ること建できました。今週末も寒波建予想され、徐々にインバウンドも戻って

きます。今シーズンも大いににぎわいを見せることと期待しています。

また、一方で、町内全域の道路の除雪作業につきましても、万全の態勢で対応させて

いただきます。

結びに、これ本らは明ら本にコロナと一緒、いわゆるウィズコロナの視点で、神河町

「ゼロカーボンなまち宣言」を基本に、本年度策定する２０５０神河将来ビジョンとＳ

ＤＧｓ、カーボンニュートラル２０５０を中心とした地域創生、地域活性化の具体策を

今年度残された期間に全力を挙げること。そして、それらを新年度予算編成につなげて

い本なければなりません。

今年も残すところ僅本となりました。今週末本らさらに寒さ建厳しくなってまいりま

す。議員各位には、健康管本十分にしていただきますとともに、今年１年間の町政運営

に対しましての御支援、御協力に心本ら感謝するとともに、来年におきましても引き続

きの御指導、御協力を賜りますようお願いを申し上げ、そして、皆様と共にすばらしい

新年建迎えられますよう御祈念申し上げまして、閉会に当たりましての御礼の御挨拶と

させていただきます。誠にあり建とうございました。

午前１１時４１分

－１９５－


